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赤字が改定点 

 

１、濃厚接触者の特定方針の改定と待機期間の短縮の反映 (プロトコル 1) 

No 現行版 3/22改定 改定ポイント 

1.  プロトコル 1（感染予防と、感染への対処） 

暫定的な濃厚接触疑い者に関するＪリーグ基準 

(1) 発症日（無症状の場合、検体採取日）の 3 日前以降の接触

を確認する 

(2) 陽性者と日常的に接触している者。例えば、 

• 通訳とその担当選手 

• 寮で同室 

(3) マスクなしで、2 メートル以内、24 時間以内に累積で 15 分

以上会話した者 

(4) 同じ車に同乗した者で、以下に該当する者 

• 陽性となった者が、マスクを着けずに累積 15 分以上会

話をしたときに 2 メートル以内にいた者。ただしパー

テーション等で座席間が区切られている場合は該当者

から外してよい 

(5) マッサージ等の施術を行った者・受けた者のいずれかが、

下記の 1 つ以上該当する場合 

• 施術した者・受けた者のいずれかが、不織布マスクを

つけていなかった 

• 施術した者が、施術ごとに手袋の交換もしくは手指消

毒を行っていなかった 

• 施術した者が、施術ごとにタオル交換を行っていなか

った 

• 施術した者が、器具消毒を行っていなかった 
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⚫ 令和 4年 3月 16

日付厚労省通達

により事業活動に

おいて接触した場

合、感染リスクの高

い行動を伴わない

限りは、保健所で

濃厚接触者の指

定対象外とできる

改定がなされた 

⚫ Ｊリーグはこれまで

保健所による濃厚

接触者の特定がな

い場合も「暫定的

な濃厚接触疑い

者に関するＪリーグ

基準」ならびに「陽

性者発生時に保

健所から濃厚接触

者が特定されない

場合」の基準にて

自主的な対応を行

ってきた 

⚫ 「暫定的な濃厚接

触疑い者に関する
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• こまめに換気されるか、屋外など空気の滞留のない場

所で行われなかった 

(6) 陽性となった者が発症日の 5 日前以降に複数人で食事をし

ていた場合は、外食か否かにかかわらず、原則、食事を共

にした者は全員濃厚接触疑い者とみなす。ただし、下記の

条件のいずれか 1 つでも満たしていれば濃厚接触疑い者か

ら外してよい 

• お互いの距離が 2 メートル以上離れていた 

• 各席がパーテーションで区切られていた 

• 黙食をしていた 

 

• こまめに換気されるか、屋外など空気の滞留のない場

所で行われなかった 

(6) 陽性となった者が発症日の 3 日前以降に複数人で食事をし

ていた場合は、外食か否かにかかわらず、原則、食事を共

にした者は全員濃厚接触疑い者とみなす。ただし、下記の

条件のいずれか 1 つでも満たしていれば濃厚接触疑い者か

ら外してよい 

• お互いの距離が 2 メートル以上離れていた 

• 各席がパーテーションで区切られていた 

• 黙食をしていた 

 

Ｊリーグ基準」に該

当する行為は過去

の感染実績に照ら

してもリスクが高いと

考えるため、継続し

て濃厚接触者と同

等として扱う 

⚫ 濃厚接触疑い者と

なった場合は自主

隔離しエントリー対

象外となる規約も

継続運用とする 

⚫ 一方、改定通達に

準拠し 「暫定的な

濃厚接触疑い者に

関するＪリーグ基

準」 の細則を左記

のとおり見直す 

2.  陽性者発生時に保健所から濃厚接触者が特定されない場合 

感染拡大等による保健所業務のひっ迫に伴い、令和３年６月４

日付「感染拡大地域の積極的疫学調査における濃厚接触者の特

定等について」に基づき、万が一保健所による濃厚接触者の特

定を含む積極的疫学調査に遅れが生じる、または十分に行えな

いことが明らかな場合は、以下の (1)～(3)の対応を推奨する。な

お、いずれの場合も、自主隔離期間中に保健所による判断があ

った場合は、保健所の指示に速やかに従う 

陽性者発生時に保健所から濃厚接触者が特定されない場合 

感染拡大等による保健所業務のひっ迫に伴い、令和３年６月４

日付「感染拡大地域の積極的疫学調査における濃厚接触者の特

定等について」ならびに令和 4 年 3 月 16 日付「B.1.1.529 系統

（オミクロン株）が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感

染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極

的疫学調査の実施について」に基づき、万が一保健所による濃

厚接触者の特定を含む積極的疫学調査に遅れが生じる、または

⚫ 同上 

https://www.mhlw.go.jp/content/000788884.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000788884.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000788884.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000788884.pdf
https://www.dropbox.com/s/5wvevthpp8pmgyz/%E3%82%AA%E3%83%9F%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%B3%E6%A0%AA%E3%81%8C%E4%B8%BB%E6%B5%81%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E9%96%93%E3%81%AE%E6%84%9F%E6%9F%93%E8%80%85%E3%81%AE%E7%99%BA%E7%94%9F%E5%A0%B4%E6%89%80%E6%AF%8E%E3%81%AE%E6%BF%83%E5%8E%9A%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E8%80%85%E3%81%AE%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%8F%8A%E3%81%B3%E8%A1%8C%E5%8B%95%E5%88%B6%E9%99%90%E4%B8%A6%E3%81%B3%E3%81%AB%E7%A9%8D%E6%A5%B5%E7%9A%84%E7%96%AB%E5%AD%A6%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AE%E5%AE%9F%E6%96%BD%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C4%E5%B9%B43%E6%9C%8816%E6%97%A5%E5%8E%9A%E5%8A%B4%E7%9C%81%EF%BC%89.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5wvevthpp8pmgyz/%E3%82%AA%E3%83%9F%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%B3%E6%A0%AA%E3%81%8C%E4%B8%BB%E6%B5%81%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E9%96%93%E3%81%AE%E6%84%9F%E6%9F%93%E8%80%85%E3%81%AE%E7%99%BA%E7%94%9F%E5%A0%B4%E6%89%80%E6%AF%8E%E3%81%AE%E6%BF%83%E5%8E%9A%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E8%80%85%E3%81%AE%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%8F%8A%E3%81%B3%E8%A1%8C%E5%8B%95%E5%88%B6%E9%99%90%E4%B8%A6%E3%81%B3%E3%81%AB%E7%A9%8D%E6%A5%B5%E7%9A%84%E7%96%AB%E5%AD%A6%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AE%E5%AE%9F%E6%96%BD%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C4%E5%B9%B43%E6%9C%8816%E6%97%A5%E5%8E%9A%E5%8A%B4%E7%9C%81%EF%BC%89.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5wvevthpp8pmgyz/%E3%82%AA%E3%83%9F%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%B3%E6%A0%AA%E3%81%8C%E4%B8%BB%E6%B5%81%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E9%96%93%E3%81%AE%E6%84%9F%E6%9F%93%E8%80%85%E3%81%AE%E7%99%BA%E7%94%9F%E5%A0%B4%E6%89%80%E6%AF%8E%E3%81%AE%E6%BF%83%E5%8E%9A%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E8%80%85%E3%81%AE%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%8F%8A%E3%81%B3%E8%A1%8C%E5%8B%95%E5%88%B6%E9%99%90%E4%B8%A6%E3%81%B3%E3%81%AB%E7%A9%8D%E6%A5%B5%E7%9A%84%E7%96%AB%E5%AD%A6%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AE%E5%AE%9F%E6%96%BD%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C4%E5%B9%B43%E6%9C%8816%E6%97%A5%E5%8E%9A%E5%8A%B4%E7%9C%81%EF%BC%89.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5wvevthpp8pmgyz/%E3%82%AA%E3%83%9F%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%B3%E6%A0%AA%E3%81%8C%E4%B8%BB%E6%B5%81%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E9%96%93%E3%81%AE%E6%84%9F%E6%9F%93%E8%80%85%E3%81%AE%E7%99%BA%E7%94%9F%E5%A0%B4%E6%89%80%E6%AF%8E%E3%81%AE%E6%BF%83%E5%8E%9A%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E8%80%85%E3%81%AE%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%8F%8A%E3%81%B3%E8%A1%8C%E5%8B%95%E5%88%B6%E9%99%90%E4%B8%A6%E3%81%B3%E3%81%AB%E7%A9%8D%E6%A5%B5%E7%9A%84%E7%96%AB%E5%AD%A6%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AE%E5%AE%9F%E6%96%BD%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C4%E5%B9%B43%E6%9C%8816%E6%97%A5%E5%8E%9A%E5%8A%B4%E7%9C%81%EF%BC%89.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5wvevthpp8pmgyz/%E3%82%AA%E3%83%9F%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%B3%E6%A0%AA%E3%81%8C%E4%B8%BB%E6%B5%81%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E9%96%93%E3%81%AE%E6%84%9F%E6%9F%93%E8%80%85%E3%81%AE%E7%99%BA%E7%94%9F%E5%A0%B4%E6%89%80%E6%AF%8E%E3%81%AE%E6%BF%83%E5%8E%9A%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E8%80%85%E3%81%AE%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%8F%8A%E3%81%B3%E8%A1%8C%E5%8B%95%E5%88%B6%E9%99%90%E4%B8%A6%E3%81%B3%E3%81%AB%E7%A9%8D%E6%A5%B5%E7%9A%84%E7%96%AB%E5%AD%A6%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AE%E5%AE%9F%E6%96%BD%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C4%E5%B9%B43%E6%9C%8816%E6%97%A5%E5%8E%9A%E5%8A%B4%E7%9C%81%EF%BC%89.pdf?dl=0
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(1) 15.「暫定的な濃厚接触疑い者に関するＪリーグ基準」に該

当する者は自主隔離を行う 

(2) 別紙「保健所が濃厚接触者を特定しない場合の対応要領対

比表」に記された厚生労働省の基準に該当する者は 7～14

日間自主隔離のうえ健康観察を実施する 

(3) (1)に該当するが(2)に当てはまらない者は以下①～③の要領

で健康観察と検査のもと段階的にトレーニングを再開し、

復帰の目安とする 

① 隔離期間中の自主検査 

・ 1 日目から 7 日目まで毎日抗原定性検査（鼻腔ぬぐ

い）を実施する 

・ 3 日目と 7 日目は PCR 検査を行う 

② 隔離期間中のトレーニング  （関連：プロトコル 3 

「8 つの活動段階」） 

・ 1 日目～2 日目はフェーズ 1（在宅での個人トレーニ

ング）とする 

・ 3 日目の PCR 検査で陰性の場合、フェーズ 2（在宅

外の個人トレーニング）とする 

・ 7 日目の PCR 検査で陰性の場合、8 日目からフェー

ズ 4-②（チームトレーニング）を可とする 

十分に行えないことが明らかな場合は、以下の (1)～(2)の対応を

推奨する。なお、いずれの場合も、自主隔離期間中に保健所に

よる判断があった場合は、保健所の指示に速やかに従う 

(1) 15.「暫定的な濃厚接触疑い者に関するＪリーグ基準」に該

当する者は自主隔離を行う 

(2) 該当者は以下①～③の要領で健康観察と検査のもと段階的

にトレーニングを再開し、復帰の目安とする 

① 解除の条件 

・ 自主隔離期間に無症状の場合は、5 日目の PCR 検査

もしくは抗原定量検査（いずれも検体採取日が 5 日

目）で陰性結果、もしくは 4 日目・5 日目の 2 回の

抗原定性検査（鼻腔ぬぐい、以下同）の陰性結果を

もって 5 日目から隔離を解除する 

・ 自主隔離期間中に症状が出た場合や検査で陽性とな

った場合は、医療機関を受診し、保健所の指示に従

う 

・ 検査は自主検査する 

・ 抗原定性検査を用いる場合、厚生労働省による薬事

承認を得た検査キットを使用する 

・ 事情により検査を実施できない場合、7 日目まで無

症状の場合は８日目より解除可とする  

② 隔離期間中の自主検査 

・ 抗原定性検査を用いる場合、4～7 日目に実施 
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③ 解除の条件 

・ 自主隔離期間に無症状の場合は、7 日目の PCR 検査

の陰性結果をもって 8 日目から隔離を解除する 

・ 自主隔離期間中に症状が出た場合や検査で陽性とな

った場合は、医療機関を受診し、保健所の指示に従

う 

 

(3)に該当する場合の対応イメージ 

 
 

対応フロー 

 
 

（参考）保健所が濃厚接触者を特定しない場合の対応要領対比表 

・ PCR 検査を用いる場合は、5 日目に実施（検体採

取）し、その後 6 日目と 7 日目は抗原定性検査を行

う 

・ 5 日目に隔離解除したあとも 6 日目と 7 日目は検査

を行う 

・ 自主的な検査増は可とする 

③ 隔離期間中のトレーニング（関連：プロトコル 3 「8 つ

の活動段階」） 

・ フェーズ 2（在宅外の個人トレーニング）とする 

 

（参考）保健所が濃厚接触者を特定しない場合の対応要領対比表 

 

→ 該当者無し

→ YES → 7日間隔離

→ NO → 14日間隔離

→ 該当者無し

→ YES →
【推奨】
7日間自主隔離

→ NO →
【推奨】
14日間自主隔離

→

J独自の基準該当者有り

「濃厚接触疑い者」とし

て扱う

【推奨】

7日間の自主隔離

※隔離期間中の検査

＆TR計画も変更なし

【管轄保健所の判断】

オミクロン株感染拡大地

域、

もしくはオミクロン株感染

拡大地域とみなす

→ → → → → → → → → → → → → → → → → 

保健所の 濃厚接触者特定

→ 保健所が特定する

→ 該当者有り →

【管轄保健所の判断】

オミクロン株陽性者、

もしくはオミクロン株陽性

者とみなす

保健所が特定しない

→クラブが独自で特

定する
→

→

厚労省の基準該当者有り

「濃厚接触者疑い者」と

して扱う

→
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No 現行版 3/22改定 改定ポイント 

 
厚：厚生労働省が定める濃厚接触者基準 Ｊ：暫定的な濃厚接触疑い基準 

2022 年 1 月 31 日改定（濃厚接触者の隔離期間を政府方針に準拠し 10~14 日

間→7~14 日間へ見直し） 

 

3.  サッカーへの影響 

(1) 感染者 

• 感染者は、入院や宿泊療養などによって治療と復帰を目

指す。概ね 7～14 日間を要する（参考：厚労省「陽性になっ

て入院や療養をした場合、どうなったら元の生活に戻れます

か。」） 

• Ｊリーグ公式試合への復帰基準については、こちらを参

照 

(2) 濃厚接触者（参考：厚労省「濃厚接触者とはどのような人でしょ

うか」） 

サッカーへの影響 

(1) 感染者 

• 感染者は、入院や宿泊療養などによって治療と復帰を目

指す。概ね 7～14 日間を要する（参考：厚労省「陽性にな

って入院や療養をした場合、どうなったら元の生活に戻れます

か。」） 

• Ｊリーグ公式試合への復帰基準については、こちらを参

照 

(2) 濃厚接触者（参考：厚労省「濃厚接触者とはどのような人でしょ

うか」） 

⚫ 上記に伴う関連条

文の改定 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q5-6
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q5-6
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q5-6
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q3-3
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q3-3
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q5-6
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q5-6
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q5-6
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q3-3
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q3-3
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No 現行版 3/22改定 改定ポイント 

• 保健所によって、感染者の濃厚接触者と判定された場

合、7 日から 14 日間の自主隔離を要請される。検査で陰

性が確認されても、自主隔離期間は短縮されない 

• チームの中に多くの濃厚接触者が出ると、クラブの活動

全体が約 14 日間停止する場合がある 

• Ｊリーグ/クラブ関係者には、日常生活、トレーニング、

移動、試合などにおいて、濃厚接触を減らす行動が求め

られる 

(3) クラスター 

• クラブ内で 5 人程度、接触履歴などが明らかな感染が生

じた場合、クラスター認定を受けることがある 

• この場合、クラスター拡大を食い止めることが最優先さ

れ、保健所等の指導に基づきクラブの活動全体が 2～3

週間程度停止することがある 

• クラスター認定を受けた場合は、感染拡大を防ぐために

積極的疫学調査等への協力が求められ、チーム活動の再

開には保健所等の指導に基づく慎重な対応が求められる 

• Ｊリーグ/クラブ関係者には、いざというときに感染の連

鎖を招かぬよう、感染リスクに留意した生活や行動が求

められる 

• 保健所によって、感染者の濃厚接触者と判定された場

合、4 日から 14 日間の自主隔離を要請される。検査で

陰性が確認されても、自主隔離期間は短縮されない 

• チームの中に多くの濃厚接触者が出ると、クラブの活動

全体が一定期間停止する場合がある 

• Ｊリーグ/クラブ関係者には、日常生活、トレーニン

グ、移動、試合などにおいて、濃厚接触を減らす行動が

求められる 

(3) クラスター 

• クラブ内で 5 人程度、接触履歴などが明らかな感染が生

じた場合、クラスター認定を受けることがある 

• この場合、クラスター拡大を食い止めることが最優先さ

れ、保健所等の指導に基づきクラブの活動全体が一定期

間停止することがある 

• クラスター認定を受けた場合は、感染拡大を防ぐために

積極的疫学調査等への協力が求められ、チーム活動の再

開には保健所等の指導に基づく慎重な対応が求められる 

• Ｊリーグ/クラブ関係者には、いざというときに感染の

連鎖を招かぬよう、感染リスクに留意した生活や行動が

求められる 

• 参考 厚労省通達 こちら 

 

4.  陽性判定時のアクション（例） 

(1) 初動 

• 感染者を隔離する（感染拡大防止） 

✓ 医師による確定診断前の段階でも、検査で陽性判定

が出た者は、感染者として処遇する 

• クラブ内で情報共有（チームドクターを含む） 

• 行動記録の整理。本人及びクラブ全員。本人との接触有

陽性判定時のアクション（例） 

(1) 初動 

• 感染者を隔離する（感染拡大防止） 

✓ 医師による確定診断前の段階でも、検査で陽性判定

が出た者は、感染者として処遇する 

• クラブ内で情報共有（チームドクターを含む） 

• 行動記録の整理。本人及びクラブ全員。本人との接触有

⚫ 上記に伴う関連条

文の改定 

https://www.dropbox.com/s/5wvevthpp8pmgyz/%E3%82%AA%E3%83%9F%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%B3%E6%A0%AA%E3%81%8C%E4%B8%BB%E6%B5%81%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E9%96%93%E3%81%AE%E6%84%9F%E6%9F%93%E8%80%85%E3%81%AE%E7%99%BA%E7%94%9F%E5%A0%B4%E6%89%80%E6%AF%8E%E3%81%AE%E6%BF%83%E5%8E%9A%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E8%80%85%E3%81%AE%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%8F%8A%E3%81%B3%E8%A1%8C%E5%8B%95%E5%88%B6%E9%99%90%E4%B8%A6%E3%81%B3%E3%81%AB%E7%A9%8D%E6%A5%B5%E7%9A%84%E7%96%AB%E5%AD%A6%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AE%E5%AE%9F%E6%96%BD%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C4%E5%B9%B43%E6%9C%8816%E6%97%A5%E5%8E%9A%E5%8A%B4%E7%9C%81%EF%BC%89.pdf?dl=0
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No 現行版 3/22改定 改定ポイント 

無を、両方向から確認 

• 保健所へ届け出（担当医から） 

✓ 定期検査で陽性の場合、医師に確定診断と保健所へ

の届け出を依頼する 

✓ 再検査実施は認められるが、陰性が確定するまで本

人は感染者として処遇する 

• 重要事象報告フォームに入力する 

(2) 感染者の治療：保健所の指示に従う 

• 遠征先で陽性判定または症状が出た場合、地元クラブが

受け入れ病院の紹介など全面的に協力する 

(3) 濃厚接触者の指定：保健所の指示に従う。クラブは行動記

録を速やかに提出する 

• 濃厚接触者は保健所の指示に従い 7～14 日間自主隔離す

る。検査を受けることもある 

(4) 施設の消毒：保健所の指示に従う 

(5) スクリーニング検査 

• 陽性者が発生した場合、クラブ内に感染が広がってい

ないかを確認する検査で、PCR 検査又は抗原定量検査

の実施が推奨される 

• 実施にかかる費用はクラブ負担とする 

• 自主スクリーニング検査を実施した場合も、保健所に

よる濃厚接触者の特定への協力を行うこと。保健所に

よる濃厚接触指定が試合に間に合わない場合は、リー

無を、両方向から確認 

• 保健所へ届け出（担当医から） 

✓ 定期検査で陽性の場合、医師に確定診断と保健所へ

の届け出を依頼する 

✓ 再検査実施は認められるが、陰性が確定するまで本

人は感染者として処遇する 

• 重要事象報告フォームに入力する 

(2) 感染者の治療：保健所の指示に従う 

• 遠征先で陽性判定または症状が出た場合、地元クラブが

受け入れ病院の紹介など全面的に協力する 

(3) 濃厚接触者の指定：保健所の指示に従う。クラブは行動

記録を速やかに提出する 

• 濃厚接触者は保健所の指示に従い 4～14 日間自主隔離す

る。検査を受けることもある 

(4) 施設の消毒：保健所の指示に従う 

(5) スクリーニング検査 

• 陽性者が発生した場合、クラブ内に感染が広がって

いないかを確認する検査で、PCR 検査又は抗原定量

検査の実施が推奨される 

• 実施にかかる費用はクラブ負担とする 

• 自主スクリーニング検査を実施した場合も、保健所

による濃厚接触者の特定への協力を行うこと。保健

所による濃厚接触指定が試合に間に合わない場合

https://docs.google.com/forms/d/1rGckxlj7_AVi326XixU20MaaUe3F8AbjWmAvjanJmWs/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1rGckxlj7_AVi326XixU20MaaUe3F8AbjWmAvjanJmWs/viewform?edit_requested=true
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No 現行版 3/22改定 改定ポイント 

グ独自の基準で濃厚接触疑い者の特定作業を行うこと 

(6) Ｊリーグの役割 

• クラブの対応を支援 

• 他クラブ、マッチオフィシャルへの対応をケア 

• メディア発表での連動（感染者の報告、試合実施に関す

る報告など） 

(7) 公式試合実施に向けた調整 

(8) クラブの主要ステークホルダーへの連絡 

(9) クラブの感染防止体制の再チェック：保健所や専門家の指

導を受ける 

 

は、リーグ独自の基準で濃厚接触疑い者の特定作業

を行うこと 

(6) Ｊリーグの役割 

• クラブの対応を支援 

• 他クラブ、マッチオフィシャルへの対応をケア 

• メディア発表での連動（感染者の報告、試合実施に関す

る報告など） 

(7) 公式試合実施に向けた調整 

(8) クラブの主要ステークホルダーへの連絡 

(9) クラブの感染防止体制の再チェック：保健所や専門家の

指導を受ける 

 

 

 

２、疑い症状などへの対応の実態に即した見直し（プロトコル 1） 

No 現行版 3/22改定 改定ポイント 

5.  疑い症状などへの対応 

(1) 試合直前事案 

※ 移動前に疑い症状が出た場合は別添「ビジターチームの対応フロ

ー」に従う 

 

事例 対応 

○ 遠征先のホテルで発熱した 

○ 家族・同居人が陽性になった 

○ 家族・同居人が濃厚接触者にな

った 

1) 安全のため本人をチームから隔離する 

2) 本人を検査することを、検討する 

3) Ｊリーグに連絡し、行動記録に基づいて、

濃厚接触疑い者を指定する 

疑い症状などへの対応 

(1) 試合直前事案 

※ 移動前に疑い症状が出た場合は別添「ビジターチームの対応フ

ロー」に従う 

 

事例 対応 

○ 遠征先のホテルで発熱した 

1)  安全のため本人をチームから隔離する 

2) 本人を検査することを、検討する 

3) 本人と濃厚接触疑い者を除いて試合を実

施する 

⚫ 最新の実態に即し整

理 

https://www.dropbox.com/s/bf8k1thfatli24w/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bf8k1thfatli24w/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bf8k1thfatli24w/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bf8k1thfatli24w/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC.pdf?dl=0
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○ 数日前に会食した人が陽性にな

ったとの連絡があった 

4) 本人と濃厚接触疑い者を除いて試合を実

施する 

 
 
 
 
 

(2) 選手、チームスタッフに直接関わる事案 

事例 対応 

選手、チームスタッフにスクリーニング検

査を実施 
 

選手、チームスタッフが体調不良で検査

を受ける 

1) 検査結果が出るまでは自主隔離する 

2) 陰性の場合、活動継続でよい 

選手、チームスタッフが体調不良で、医

師から PCR検査不要と診断された 

1) 発症日から数えて 7日間、自主隔離する 

2) 医師が、明らかに新型コロナウイルス感染症でな

い、と判断した場合、待機期間を短縮してよい 

→ 症状解消を確認して復帰など 

選手、チームスタッフが濃厚接触者に指

定された 

1) 重要事象報告フォームに入力する 

2) 保健所の指導に従う 

 

(3) 近親者や知人との関係 

事例 対応 

家族・同居人が陽性になった  

数日前に会食した人が陽性になった 

仕事の打合せなどで頻繁に行き来する

他社の方が、陽性になった 

自主隔離し、保健所の指導に従う 

濃厚接触者に指定されず、また症状がなけれ

ば、活動継続でよい 

家族・同居人が濃厚接触者に指定され

た 

配偶者［子供］が検査を受ける。同

僚［同級生］が陽性になったため 

選手・スタッフは、濃厚接触指定を受けておら

ず、活動継続でよい 

但し、発症日 2日前以降に顕著な接触あれ

ば、安全サイドで慎重に判断する 

家族・同居人の体調不良が判明した 

1) 新型コロナウイルス感染が疑われる前駆症状の

場合（発熱、咽頭痛、せき、味覚異常、呼吸

苦、倦怠感、下痢等）は、速やかにクラブへ報

告する 

○ 家族・同居人が陽性になった 

○ 数日前に会食した人が陽性にな

ったとの連絡があった 

○ 家族・同居人が濃厚接触者にな

った 

(3)近親者や知人との関係へ 

 
 

(2) 選手、チームスタッフに直接関わる事案 

事例 対応 

選手、チームスタッフにスクリーニング検

査を実施 

陽性判定の場合、速やかにチームから隔離し医

療機関を受診する 

選手、チームスタッフが体調不良で検査

を受ける 

3) 検査結果が出るまでは自主隔離する 

4) 陰性の場合、活動継続でよい 

選手、チームスタッフが体調不良で、医

師から PCR検査不要と診断された 

3) 医師が、明らかに新型コロナウイルス感染症でな

い、と判断した場合、症状解消を確認して復帰 

選手、チームスタッフが濃厚接触者に指

定された 

3) 重要事象報告フォームに入力する 

4) 保健所の指導に従う 

 

 
 

(3) 近親者や知人との関係 

事例 対応 

○ 家族・同居人が陽性になった 

○ 数日前会食した人が陽性になった 

○ 仕事の打合せなどで頻繁に行き来

する他社の方が、陽性になった 

1） 暫定的な濃厚接触疑い者に関するＪリ

ーグ基準に沿って本人の行動履歴を確

認する 

2） 濃厚接触疑いに該当する場合、自主隔

離する 

3） 保健所の指導に従う 

4） 1）の基準に該当せず、症状がなければ

活動継続とするが、保健所の指導が確

定するまでの間はトレーニング、移動、試

合を行う前に当該選手・スタッフに対し、

抗原定性検査を実施する 

https://docs.google.com/forms/d/1rGckxlj7_AVi326XixU20MaaUe3F8AbjWmAvjanJmWs/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1rGckxlj7_AVi326XixU20MaaUe3F8AbjWmAvjanJmWs/viewform?edit_requested=true
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2) 同居人の医療機関での診断が確定するまでの

間にトレーニング、移動、試合を行う場合は、当

該選手・スタッフに対し、抗原定性検査を実施

する 

3) 抗原定性検査で陰性の場合はトレーニングや

試合出場は継続可能とする 

4) 抗原定性検査のタイミングの目安 

・ トレーニング：トレーニング前後（2回） 

・ 試合への移動日：移動前 

・ 試合日：キックオフ 3時間前と試合終了 

5) 選手・スタッフが抗原定性検査で陰性が判明し

た場合も、家族・同居人の医療機関での診断

が確定し陽性でないことが明らかになるまでは、

下記の対応とする 

・ トレーニング時のクラブハウスの利用は控える 

・ 遠征時の食事はチームとは別にする 

・ 遠征時の部屋は 1人部屋とする 

・ 希望があった場合は、同居人に対しても抗原定

性検査の機会を提供することを推奨する 

家族・同居人が有症状で PCR検査を

受検した 

1) 検査結果が判明するまで上記「家族・同居人の

体調不良が判明した場合」1)～5)の対応とす

る 

2) 陰性の場合、活動継続でよい 

家族・同居人が体調不良で医師から

PCR検査不要と診断された 

1) 診断までは上記「家族・同居人の体調不良が

判明した場合」1)～5)の対応とする 

2) 活動継続でよい 

無症状の濃厚接触者と接触し、または

共に行動した 
1) 活動継続でよい 

入国後、政府が求める待機措置を済ま

せていない訪日者との面会・同居 

1) 面会時にマスクをしていれば自主隔離は不要 

2) 入国後、政府が求める待機措置期間内は同

居を避ける 

 
 

5） 4)に伴い選手・スタッフが抗原定性検査

で陰性が判明した場合も、家族・同居人

の医療機関での診断が確定し陽性でな

いことが明らかになるまでは、下記の対応

とする 

· トレーニング時のクラブハウスの利用は控える 

· 遠征時の食事はチームとは別にする 

· 遠征時の部屋は 1人部屋とする 

○ 家族・同居人が濃厚接触者に指定

された 

○ 配偶者［子供］が検査を受ける。

同僚［同級生］が陽性になったため 

1） 選手・スタッフは、濃厚接触指定を受けて

おらず、活動継続でよい 

2） 但し、発症日 2日前以降に顕著な接触

あれば、安全サイドで慎重に判断する 

家族・同居人の体調不良が判明した 

1） 家族・同居人の新型コロナウイルス感染

が疑われる前駆症状の場合（発熱、咽

頭痛、せき、味覚異常、呼吸苦、倦怠

感、下痢等）は、速やかにクラブへ報告

する 

2） 同居人の医療機関での診断が確定する

までの間にトレーニング、移動、試合を行

う場合は、当該選手・スタッフに対し、抗

原定性検査を実施する 

3） 抗原定性検査で陰性の場合はトレーニ

ングや試合出場は継続可能とする 

4） 抗原定性検査のタイミングの目安 

· トレーニング：トレーニング前後（2回） 

· 試合への移動日：移動前 

· 試合日：キックオフ 3時間前と試合終了 

5） 選手・スタッフが抗原定性検査で陰性が

判明した場合も、家族・同居人の医療

機関での診断が確定し陽性でないことが

明らかになるまでは、下記の対応とする 

· トレーニング時のクラブハウスの利用は控える 

· 遠征時の食事はチームとは別にする 

· 遠征時の部屋は 1人部屋とする 

· 希望があった場合は、同居人に対しても抗
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原定性検査の機会を提供することを推奨す

る 

家族・同居人が有症状で検査を受検し

た 

1） 検査結果が判明するまで上記「家族・同

居人の体調不良が判明した場合」1)～

5)の対応とする 

2） 陰性の場合、活動継続でよい 

家族・同居人が体調不良で医師から

PCR検査不要と診断された 

1） 診断まで上記「家族・同居人の体調不良

が判明した場合」1)～5)の対応とする 

2） 陰性の場合、活動継続でよい 

無症状の濃厚接触者と接触し、または

共に行動した 
2) 活動継続でよい 

入国後、政府が求める待機措置を済ま

せていない訪日者との面会・同居 

3) 面会時にマスクをしていれば自主隔離は不要 

4) 入国後、政府が求める待機措置期間内は同

居を避ける 
 

 

 

３、政府の基本的対処方針の改定に伴うイベント開催制限（プロトコル 3・7） 

No 現行版 3/22改定 改定ポイント 

6.  プロトコル 3：Ｊクラブの活動段階と、定期検査 

イベント開催制限の段階的緩和の目安 

最新の政府方針 

（令和 3 年 3 月 4 日付事務連絡） 

基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に

係る留意事項等について 

https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimurenraku_seigen_202203

04.pdf 

プロトコル 3：Ｊクラブの活動段階と、定期検査 

イベント開催制限の段階的緩和の目安 

最新の政府方針 

（令和 3 年 3 月 17 日付事務連絡） 

基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等

に係る留意事項等について 

https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimurenraku_seigen_2022

0317.pdf 

⚫ 最新の政府方針を反

映 

⚫ まん延防止等重点措

置区域の来場制限を

安全計画策定のもと

で収容定員まで可と

する 

 

https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimurenraku_seigen_20220304.pdf
https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimurenraku_seigen_20220304.pdf
https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimurenraku_seigen_20220317.pdf
https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimurenraku_seigen_20220317.pdf
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2022 年 1 月 19 日政府方針の改定（ワクチン・検査パッケージの一時停止、来場上限を上回る人数を対象とした検査の実施） 

 

 
 
  

 

7.  Ｊリーグにおける入場者数の制限の考え方と前提となる感染防止策 

(1) 入場者数の制限、ビジター席の考え方 

① 緊急事態宣言対象区域では、政府もしくは都道府県が指定す

る安全計画（以下、安全計画）策定のもと、Ｊリーグスタジア

ム基準に定める入場可能数※（以下、入場可能数）を上限

10,000人とする 

② まん延防止等重点措置区域では、安全計画策定のもと、Ｊリ

ーグスタジアム基準に定める入場可能数を上限 20,000人と

する 

③ ただし、①②について、政府もしくは都道府県が指定する上限を

上回る人数を対象とした検査の実施（以下、検査実施）も

しくはワクチン・検査パッケージを導入した場合、上限を超えて

来場が認められる場合がある 

Ｊリーグにおける入場者数の制限の考え方と前提となる感染防止策 

(1) 入場者数の制限、ビジター席の考え方 

① 緊急事態宣言対象区域では、政府もしくは都道府県が指

定する安全計画（以下、安全計画）策定のもと、Ｊリーグ

スタジアム基準に定める入場可能数※（以下、入場可能

数）を上限 10,000人とする 

 

（削除） 

 

② ただし、①について、政府もしくは都道府県が指定する上限

を上回る人数を対象とした検査の実施（以下、検査実

施）もしくはワクチン・検査パッケージを導入した場合、上

限を超えて来場が認められる場合がある 

⚫ 同上 

注意：J リーグは「大声あり」の区分に該当されるが、感染対策を徹底することを条件とした安全計画の策定のもとで 

「大声なし」のカテゴリーで運営可能となる。声を出しての応援行為は J リーグ全体で禁止している。 
注意：J リーグは「大声あり」の区分に該当する。現在、声を出しての応援行為は J リーグ全体で禁止している。 
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④ その他の都道府県では、安全計画作成もと、入場可能数に制

限は設けず 100%まで可とする 

⑤ 原則、ビジター席を設置する（発売チケット数の 3%を下限とす

る） 

⑥ ただし、政府や都道府県が追加的に都道府県単位での往来

自粛の要請を明確に表明した場合は、Ｊリーグが指定する手

続きを行うことでビジター席の設置なしが容認される。該当する

場合は、相手チームならびにＪリーグへ連絡すること 

⑦ 自治体独自で緊急事態宣言や経過措置が講じられている場

合、具体的なイベント制限の方針がある場合は原則として自治

体の方針に従う。該当する場合は、相手チームならびにＪリーグ

へ報告すること 

⑧ 本ガイドラインは、令和 4年 3月 4日付「基本的対処方針に

基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事

項等について」ならびに同日発行の関連通知に準拠する 

 

※ 入場可能数：Ｊリーグスタジアム基準に定めるホームゲーム開

催時に入場可能な人数 

※ 芝生席や立ち見席は、安全性等についてＪリーグが検査し、特

段の支障がないと認められる場合には観客席とみなすことができ

る。観客席とみなされた場合は入場可能数に加えることができ

る。 

 

③ その他の都道府県では、安全計画作成もと、入場可能数に

制限は設けず 100%まで可とする 

④ 原則、ビジター席を設置する（発売チケット数の 3%を下限

とする） 

⑤ ただし、政府や都道府県が追加的に都道府県単位での往

来自粛の要請を明確に表明した場合は、Ｊリーグが指定す

る手続きを行うことでビジター席の設置なしが容認される。該

当する場合は、相手チームならびにＪリーグへ連絡すること 

⑥ 自治体独自で緊急事態宣言や経過措置が講じられている

場合、具体的なイベント制限の方針がある場合は原則とし

て自治体の方針に従う。該当する場合は、相手チームなら

びにＪリーグへ報告すること 

⑦ 本ガイドラインは、令和 4年 3月 17日付「基本的対処方

針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る

留意事項等について」ならびに同日発行の関連通知に準拠

する 

 

※ 入場可能数：Ｊリーグスタジアム基準に定めるホームゲーム

開催時に入場可能な人数 

※ 芝生席や立ち見席は、安全性等についてＪリーグが検査し、

特段の支障がないと認められる場合には観客席とみなすこと

ができる。観客席とみなされた場合は入場可能数に加えるこ

とができる。 

8.  プロトコル 7（有観客での試合開催） 

XXVIII.チケッティング  レベル 2 

政府方針に則り 2022 シーズン以降の試合におけるチケット販売は以下の運

用とする（プレシーズンマッチを含む）。 

プロトコル 7（有観客での試合開催） 

XXVIII.チケッティング  レベル 2 

政府方針に則り 2022 シーズン以降の試合におけるチケット販売は以下の

運用とする（プレシーズンマッチを含む）。 

⚫ 同上 

https://www.jleague.jp/docs/aboutj/regulation/2021/25.pdf
https://www.jleague.jp/docs/aboutj/regulation/2021/25.pdf
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1. 緊急事態宣言区域の場合は、政府または都道府県が指定する安全計

画の作成のもと、上限 10,000人とする 

2. まん延防止等重点措置区域の場合は、政府または都道府県が指定する

安全計画の作成のもと、上限 20,000人とする 

 

3. ただし、政府や都道府県がワクチン・検査パッケージ等を用いた上限緩和

を認める場合は前項 1 や 2 を超えて政府や都道府県が認める上限まで

可とする 

4. 席割はクラブにて決定する 

5. ビジター席は原則、設置する（発売チケット数の 3%を下限とする）。 

6. ただし、政府や都道府県が追加的に都道府県単位での往来自粛の要請

を明確に表明した場合は、Ｊリーグが指定する手続きを行うことでビジター

席の設置なしが容認される 

 

1. 緊急事態宣言区域の場合は、政府または都道府県が指定する安全

計画の作成のもと、上限 10,000人とする 

2. まん延防止等重点措置区域の場合は、政府または都道府県が指

定する安全計画の作成もと、上限は入場可能数の 100%まで

とする。 

3. ただし、政府や都道府県がワクチン・検査パッケージ等を用いた上限緩

和を認める場合は前項1や2を超えて政府や都道府県が認める上限

まで可とする 

4. 席割はクラブにて決定する 

5. ビジター席は原則、設置する（発売チケット数の 3%を下限とする）。 

6. ただし、政府や都道府県が追加的に都道府県単位での往来自粛の

要請を明確に表明した場合は、Ｊリーグが指定する手続きを行うことで

ビジター席の設置なしが容認される 

 

 

 

４、選手入場時の集合写真の形式の一部見直し（プロトコル 7 ：制限付きの試合開催） 

No 現行版 3/22改定 改定ポイント 

9.  XXXIII.チーム、審判員、及び競技 

選手及び審判団のピッチ入場～キックオフ 

(1) 両チーム選手及び審判団は整列の上、一緒に入場する 

(2) 入場前は社会的距離（できるだけ 2m、最低 1m）を保つ

よう十分配慮する 

(3) フェアプレー旗、クラブ旗、エスコートキッズ、選手や審

判員の表彰、来賓などによるキックオフセレモニー等を実

施する場合 

• 入場動線を選手と別にするなど密を避ける工夫をする

XXXIII.チーム、審判員、及び競技 

選手及び審判団のピッチ入場～キックオフ 

(1) 両チーム選手及び審判団は整列の上、一緒に入場する 

(2) 入場前は社会的距離（できるだけ 2m、最低 1m）を保つ

よう十分配慮する 

(3) フェアプレー旗、クラブ旗、エスコートキッズ、選手や

審判員の表彰、来賓などによるキックオフセレモニー等

を実施する場合 

• 入場動線を選手と別にするなど密を避ける工夫をす

⚫ 要所となる感染対

策は継続しつつも、

少しずつ通常開催

に向けて見直して

いく中、声を出さな

い状況であれば通

常のレイアウトでの

撮影のリスクは高く

ないとの判断から一
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こと 

• 陰性確認した者が望ましい（72 時間以内の PCR検査

か当日の抗原定性検査を目安に主管クラブが決定） 

• 陰性確認ができない場合はピッチ上で選手と社会的距

離（最低 1m）を取ること 

(4) ピッチ上で演出の都合でセレモニーの出演者がマスクを外

す場合は陰性確認ができていることが望ましい 

(5) ピッチ上で握手セレモニーは行わない 

(6) チームの集合写真撮影は認められる。但し、掛け声、肩を

組むことは禁止とし、隣や前後の選手同士がぶつからない

よう注意する。 

 

ること 

• 陰性確認した者が望ましい（72 時間以内の PCR検査

か当日の抗原定性検査を目安に主管クラブが決定） 

• 陰性確認ができない場合はピッチ上で選手と社会的

距離（最低 1m）を取ること 

(4) ピッチ上で演出の都合でセレモニーの出演者がマスクを

外す場合は陰性確認ができていることが望ましい 

(5) ピッチ上で握手セレモニーは行わない 

(6) チームの集合写真撮影は認められる。但し、掛け声は禁

止とする。 

 

部形式を見直した 

⚫ 但し、集まった状態

で「声を出す」行為

は引き続きリスクの

高い行動としてプロ

トコル 1 に明記 

 


